
処遇改善加算管理システム
合同経営グループ
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システム活用メリット
（１）リスク管理

【指導調査も安心対応】

指導調査時に実績報告の数字の算出根拠の説明を求められます。

説明できる事業所は、どれぐらいあるでしょうか？

困ったケース

① 提出が終わった実績報告の算出方法を思い出すことが困難、

しどろもどろの説明しかできず、更なる追求に対応できない

② 誤った計算方法を取っていた

このようなことで、処分を受けることになっては、大変です。

Check☑：システム活用で、算出根拠が明確、正確かつ確実な支払いが可能に！
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システム活用メリット
（１）リスク管理

【制度改正も安心対応】

定期的に制度改正が行われます。そのたびに集計対象期間が

変わったり、計算方法が変わったりすることがあります。

困ったケース

① 過去の賃金等の情報を把握することが困難

② 変更後の要件に合わせて再計算する手間と時間が負担

Check☑：システム活用で、蓄積したデータをもとに瞬時に計算可能！
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Check☑：処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算に対応！



システム活用メリット
（２）働き方改革

【残業撲滅】

７月の実績報告、２月の計画報告、一時金支払時の分配計算等、

処遇改善の取り組みには、時間と労力がかなりかかるものです。

また、事務処理担当者は、処遇改善加算金が１円でも多く支払わ

れているか、計算間違いは許されないというプレッシャーにさらされてい

ます。

Check☑：システム活用で、残業時間が激減
①毎月のデータ入力のみ
②報告時はボタン一つで数字が算出
③頭を悩ますこともなく、らくらく書類作成
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システム活用メリット
（３）経営戦略

【資金繰り、人件費明確化】

処遇改善加算金は、職員に支給するために事業所が預かっている

お金です。

しかし、ついつい運転資金に消えていくということが往々にしてあります。

「一時金支払時に慌てて資金を準備しなければならない」ということにも

なりかねません。

また、処遇改善に取り組むと他職種の職員との給与バランスをとるため

に、対象外の職員にもついつい給与や手当を払いすぎることが起こりが

ちです。

Check☑：システム活用で、毎月の処遇改善金の支払状況を把握
①職員一人ひとりの支払額の適正判断
②払いすぎの抑制が可能
結果：資金繰りを計画的に行うことができます。 5



らくらく自動計算
（１）従来からの悩みに対応

【実績集計機能】

①昇給額に含まれる処遇改善額

②残業手当に含まれる処遇改善額

③会社負担法定福利費

④事業所ごとに按分

⑤兼務割合に応じた按分

⑥介護・障害事業の按分
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らくらく自動計算
（２）面倒な法定福利費も自動計算

Point１：常に最新の保険率で計算

⇒保険率改定は、システムで管理

Point２：職員の保険加入条件に合わせて計算

例）処遇改善実施期間 4月～3月

4月 社会保険・雇用保険加入

9月 社会保険未加入・雇用保険加入

4月～8月の法定福利費＋9月～3月の法定福利費=年間法定福利費
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らくらく自動計算
（３）介護・障害福祉それぞれで集計
例）介護サービス 元々の基本給：160,000円 現在の基本給170,000円

該当サービスで勤務した分のみを集計

処遇改善基本給昇給額10,000×
（介護）常勤換算0.2÷(介護・障害)常勤換算0.8＝2,500円

Check☑：細かな計算が可能！！

Check☑：処遇改善額と法定福利費も簡単自動集計！ 8



らくらく自動計算
（４）計画時の各種計算に対応

【計画作成機能】

① 「基準額1」算出

② 「基準額2」算出

③ 「基準額3」算出

④ 処遇改善計画書自動作成

9



らくらく自動計算
（５）煩雑な特定加算の計算にも対応

Ａグループ
勤続10年以上の介護福祉士（事業所裁量有り）
→現場サイドのリーダークラス以上等の説明が必要
※一人以上、今回の加算を使って月額8万円の昇給又は年収440万円以上が必要

Ｂグループ
①グループでないその他の介護職員

Ｃグループ
看護師、ケアマネなど
介護職員以外の職種

配分

Ｂ
グ
ル
ー
プ

よ
り
高
く

１

0.5

➢ 各グループ内の配分は事業者の自由
（特定個人へも、人事評価反映でも～）
➢ ③グループへの配分は年収440万円

以上の職員には支給不可
（最高でも加算込みで440万円まで）
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らくらく自動計算
（５）煩雑な特定加算の計算にも対応

【特定処遇改善の集計機能】

①グループごとに処遇改善額集計

②配分割合

Ｂグループより高く ： 1 ： 0.5 の判定

③事業所ごとに処遇改善額集計

④事業所ごとグループごとに処遇改善額集計
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基本給・手当を振り分け後、余った金額で一時金を分配計算

らくらく自動計算
（５）煩雑な特定加算の計算にも対応

Check☑：法定福利費も含んだ一時金の分配計算が可能！
Check☑：様々な分配方法に対応！

（常勤換算、分配率、実額入力）
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らくらく自動計算
（６）安心の判定機能

【ルール①実際に支給した金額で超えること】

（例１）

〇＜処遇改善受給金額の合計
（1,631,410円）

処遇改善の合計
（2,170,000円）

＝
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【ルール②グループ配分がＡ＞Ｂ＞Ｃ（Ｂの0.5以下）である】

（例１）Ｂグループについての判定

Ａグループ平均賃金改善額より少ない

（Ａグループ平均賃金改善額－１円）

判定⇒×超過

293,848円
Ｂグループ平均賃金改善額

309,852円

＝



らくらく自動計算
（７）支払方法を増やしてもらくらく計算

処遇改善一時金

処遇改善で昇給

処遇改善で新設手当

処遇改善で手当増額

昇給に伴う残業手当の処遇改善該当分

自動計算で
すべて拾い出し
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計画書・実績報告書へ自動転記
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簡単・便利・安心のセキュリティ

・インターネットでいつでも、どこでも、どのＰＣでも利用できる

・初期設定⇒不要

・バージョンアップ⇒一斉に行われます

・RAIDシステムを採用する事でデータは二重化され、自動バックアップ（7日前まで）を

行う事で、予期せぬトラブルによるデータ破損・消失被害を防ぐ体制を取っています。

・システム利用時のインターネット上の通信データは、暗号化して送受信する仕組みの

SSLを採用しています。

・データベースへのアクセスにはSQLインジェクション対策を施しています。

・パスワード管理が適切に行われていれば情報漏えいすることはありません。
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利用料金
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お問い合わせください



★サポートサービス★

―メールまたはお電話によるお問い合わせ―

システムのご利用にあたってのご相談については無料でサポートいたします。

ご不明点等がございましたらメールまたはお電話でお問い合わせください。

〈営業時間〉（平日）１０：００～１６：００

―zoom（ビデオ会議）による個別相談―

料金：30分5,500円

システムへの入力につきまして専門チームによるZoom（ビデオ会議サービス）での個別相談をご用意しております。

事業所様の事情に合わせたご入力方法をご説明させていただきます。

ご希望される方は「お問い合わせ」フォームより『Zoom相談希望』と明記の上、ご連絡ください。

※処遇改善の制度につきましては、指定権者にお問い合わせください。

利用料金
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合同経営 処遇改善システム で検索

http://shogukaizen.com/
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